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一
、
は
じ
め
に

﹃
日
本
霊
異
記
﹄︵﹃
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
﹄︶
に
は
、
従
来
、

因
果
応
報
の
説
話
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
説
話
が
幾
つ
か

存
在
す
る
。
本
稿
が
取
り
上
げ
る
下
巻
第
三
一
﹁
女
人
石
を
産
生�

み
之
れ
を
以
ち
て
神
と
し
て
斎
く
縁

�
�
�
�
�
﹂
も
そ
う
し
た
説
話
の
一

つ
で
あ
る
。

美
乃
国
方
県
郡
水
野
郷
楠
見
村
に
一
の
女
人
有
り
。
姓
は

県
氏
�
�
�
�
�
�
な
り
。
年
二
十
有
余
歳
に
迄
り
て
、
嫁�

は
ず
通
が
ず
し

て
、
身
懐
妊
む
。
三
年
を
逕
て
、
山
部
天
皇
の
世
の
延
暦
元

年
癸
亥
の
春
二
月
の
下
旬
に
、
二
の
石
を
産
生
む
。
方
丈
五

寸
に
し
て
、
一
は
色
青
と
白
と
の
斑
、
一
は
色
専
青
し
。
年

ご
と
に
増
長�

す
。
比
べ
る
郡
有
り
。
名
け
て
淳
見
と
曰
ふ
。

是
の
郡
の
部
内
に
、
大
神
有
り
。
名
け
て
伊
奈
婆

�

�

�

と
曰
ふ
。

卜
者

�
�
�
�

に
託
き
て
言
は
く
﹁
其
の
産
め
る
二
の
石
は
、
是
れ
我

が
子
な
り
﹂
と
い
ふ
。
因
り
て
其
の
女
の
家
の
内
に
、
忌
籬

を
立
て
て
斎
く
。
往
古
よ
り
今
来
、
い
ま
だ
か
つ
て
見
聞
か

ず
。
是
れ
ま
た
我
が
聖
朝

�
�
�
�
�
�
�

の
奇
異
し
き
事
な
り
。

こ
の
説
話
は
、
美
濃
国
方
県
郡
水
野
郷
楠
見
村
に
住
む
県
氏
の

女
が
、
未
婚
の
ま
ま
二
つ
の
石
を
出
生
し
、
隣
郡
の
伊
奈
婆
大
神

の
託
宣
に
よ
り
、
そ
の
石
が
神
の
子
と
知
れ
る
と
い
う
内
容
で
、

処
女
の
懐
胎
・
石
の
出
生
・
父
神
の
託
宣
と
い
う
奇
異
な
内
容
が

含
ま
れ
て
い
る
。

松
浦
貞
俊
氏
は
註
釈
に
お
い
て
、

こ
れ
は
全
く
の
奇
異
譚
で
あ
っ
て
、
因
果
應
報
の
説
話
で
は

な
い
。
事
、
神
異
に
属
す
る
。

石
の
出
生
　
︱
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
下
巻
第
三
一
縁
に
つ
い
て
︱

青
柳
　
ま
や

︵
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と
付
言
さ
れ
、
松
浦
氏
の
よ
う
に
当
該
説
話
に
因
果
応
報
の
要
素

を
見
出
さ
な
い
こ
と
が
解
釈
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め

当
該
説
話
は
従
来
、
主
と
し
て
伊
奈
婆
大
神
の
神
婚
や
祭
祀
、
石

の
呪
力
、
漢
籍
の
影
響
と
い
っ
た
点
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
景
戒
の
関
心
が
単
な
る
奇
異
譚
の
収
集
に
な
い
こ
と

は
、
下
巻
序
の
次
の
文
章
が
示
し
て
い
る
。

羊
僧
景
戒
︵
中
略
︶
伝
燈
の
良
き
匠
に
あ
ら
ず
し
て
、
強
ひ

て
訂
�
�
�
�
斯
の
事
を
睠
る
。
轍�

�

を
浄
き
刹�

�

に
剋
み
、
心
を
覚
れ

る
路
に
奔
ら
す
。
遠
く
前

�
�
�
�

の
非

�
�
�
�
�
を
愧
ぢ
、
長

�
�
�
�
�

に
後

�
�
�
�
の
善

を
祈
ひ
、
奇
異
し
き
事
を
注
す
。
爾
に
言
提
流

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

に
、
手

を
授
け
て
勧
め
む
と
欲
ひ
、
足
を
濡
し
て
導
か
む
と
欲
ふ
。

庶
は
く
は
地
を
掃
き
て
共
に
西
の
方
の
極
楽
に
生
れ
、
巣
を

傾
け
て
同
じ
く
天
上
の
宝
堂
に
住
ま
む
と
ね
が
ふ
。

景
戒
は
、
過
去
の
非
を
恥
じ
後
世
の
善
を
願
い
、
奇
異
な
る
話
を

記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
頑
な
な
人
々
に
因
果
の
原
理
を
教
え
諭
そ

う
と
す
る
。
景
戒
の
関
心
は
、
現
報
の
実
証
と
し
て
奇
異
を
記
録

す
る
こ
と
で
あ
り
、﹁
聖
朝
奇
異
﹂
と
意
味
づ
け
ら
れ
る
当
該
説
話

を
、
因
果
の
報
い
と
切
り
離
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
は
再
検
討
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
下
巻
第
三
一
縁
を
そ
の
文
脈
か
ら
捉
え
、﹃
日

本
霊
異
記
﹄
と
い
う
一
つ
の
作
品
の
中
で
当
該
説
話
が
記
さ
れ
た

意
味
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

二
、
下
巻
第
三
一
縁
の
文
脈

下
巻
第
三
一
縁
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
中
で
も
、
比
較
的
短
い

部
類
の
説
話
に
入
る
。
以
下
、
大
き
く
︿
県
氏
の
女
の
性
格
﹀︿
石

の
出
生
﹀︿
石
の
成
長
﹀︿
父
の
判
明
﹀︿
祭
祀
の
起
源
﹀︿
説
話
解

釈
﹀
の
六
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
分
け
て
考
察
し
た
い
。

︿
県
氏
の
女
の
性
格
﹀

県
氏
の
女
は
、
美
濃
国
方
県
郡
水
野
郷
楠
見
村
に
住
ま
う
と
さ

れ
る
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄
で
は
当
該
説
話
の
他
に
、
中
巻
第
四

﹁
力
女

�
�
�
�
�
�

力
捔�

�

べ
を
試
る
縁
﹂
に
片
県
郡
︵
方
県
郡
︶
の
名
が
見
え

る
。
中
巻
第
四
縁
は
美
濃
国
片
県
郡
小
︵
少
︶
川
で
、
略
奪
を
生

業
と
し
た
三
野
狐
と
い
う
強
力
の
女
が
、
元
興
寺
の
道
場
法
師
の

孫
に
打
ち
据
え
ら
れ
て
略
奪
を
止
め
る
と
い
う
内
容
で
、
当
該
説

話
同
様
、
奇
異
な
女
性
の
存
在
が
語
ら
れ
る
。
複
数
の
説
話
に
記

さ
れ
る
片
県
の
地
名
は
、
景
戒
が
当
地
の
情
報
を
入
手
可
能
な
環

境
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

﹁
県
氏
﹂
は
﹃
新
撰
姓
氏
録
﹄
や
﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
等

に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
諸
氏
、
在
地
の
豪
族
と
考
え
る
点
で
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共
通
し
て
い
る
。
美
濃
国
内
で
は
、
方
県
郡
に
﹁
方
県
津
神
社
﹂、

同
賀
茂
郡
に
﹁
縣
主
神
社
﹂︵﹃
延
喜
式
﹄
神
名
帳
・
美
濃
国
条
︶

が
見
え
る
。

県
と
は
律
令
制
以
前
に
設
置
さ
れ
た
古
い
地
方
行
政
上
の
単
位

で
あ
り
、
読
み
手
は
県
氏
の
姓
か
ら
、
天
武
朝
に
作
り
変
え
ら
れ

る
以
前
の
、
古
い
共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
る
。

守
屋
俊
彦
氏
は
、
当
該
説
話
の
原
像
に
稲
葉
氏
の
始
祖
伝
承
を

想
定
す
る
が
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
が
記
す
の
は
、
稲
葉
氏
で
は
な
く

あ
く
ま
で
も
県
氏
で
あ
り
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
文
脈
の
中
で
県
氏

の
女
と
伊
奈
婆
大
神
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

県
氏
の
女
は
、﹁
年
二
十
有
余
歳
に
迄
り
て
、
嫁
は
ず
通
が
ず
し

て
﹂
身
籠
る
。
神
妻
と
な
る
女
性
の
処
女
性
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄

だ
け
で
は
な
く
﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
な
ど
に
も
共
通
す
る
要

素
で
あ
る
が
、
当
該
説
話
が
独
自
で
あ
る
の
は
、
女
の
年
齢
︵﹁
年

迄
二
于
廿
有
余
歳
一
﹂︶
を
具
体
的
に
記
す
点
で
あ
る
。

県
氏
の
女
は
三
年
の
妊
娠
期
間
を
経
て
、
桓
武
天
皇
朝
の
延
暦

元
年
癸
亥
春
二
月
下
旬
に
二
つ
の
石
を
生
む
。
三
年
と
い
う
妊
娠

期
間
は
こ
の
妊
娠
が
通
常
の
妊
娠
で
は
な
い
こ
と
を
効
果
的
に
示

す
役
割
が
あ
る
。
当
該
説
話
の
記
述
が
﹁
年
迄
二
于
廿
有
余
歳
一
﹂

﹁
逕
之
三
年
﹂﹁
山
部
天
皇
世
延
暦
元
年
癸
亥
春
二
月
下
旬
﹂
と
細

部
に
及
ぶ
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
石
の
出
生
と
い
う
奇
異
な

る
出
来
事
に
現
実
性
を
付
与
し
、
石
を
今
に
現
れ
て
い
る
現
報
の

一
つ
と
し
て
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

現
実
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
出
生
し
た
石
は
、

自
土
︵
聖
朝
︶
に
生
じ
る
現
報
の
実
証
と
し
て
効
果
的
に
機
能
す

る
の
で
あ
る
。

な
お
当
該
説
話
は
、
神
の
子
誕
生
を
描
き
な
が
ら
、
神
と
女
と

の
婚
姻
を
描
か
ず
、
女
の
突
然
の
懐
妊
を
記
し
て
い
る
。
生
ま
れ

た
石
は
伊
奈
婆
大
神
の
託
宣
に
よ
っ
て
、
は、
じ、
め、
て、
神
の
子
と
知

れ
る
の
で
あ
り
、
当
該
説
話
は
神
と
県
氏
の
女
と
の
交
感
を
描
か

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
説
話
の
関
心
が
、
神
婚
に
象
徴
さ
れ

る
土
着
的
な
、
神
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
描
く
こ
と
で
は
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

︿
石
の
出
生
﹀

県
氏
の
女
の
生
ん
だ
二
つ
の
石
は
、
方
丈
五
寸
、
一
つ
は
青
と

白
の
斑
、
一
つ
は
青
一
色
と
さ
れ
る
。

青
・
白
二
つ
の
色
の
有
す
る
神
性
に
つ
い
て
、﹃
古
事
記
﹄﹃
日

本
書
紀
﹄
天
石
屋
戸
条
や
﹃
延
喜
式
﹄
祝
詞
に
散
見
す
る
青
と
白

の
色
の
対
を
分
析
し
た
大
林
太
良
氏
は
、

青
と
白
の
対
と
い
う
色
彩
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
、
ア
マ
テ
ラ

ス
祭
祀
に
深
く
関
係
し
て
お
り
、
か
つ
忌
部
氏
が
そ
の
担
い
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手
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

と
述
べ
る
。

天
石
屋
戸
条
や
祝
詞
に
見
え
る
青
白
の
色
彩
の
対
は
、
当
該
説

話
と
直
接
的
関
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
青
白
の
二
色
が
祭
祀
と
密

接
に
関
わ
る
と
す
る
大
林
氏
の
指
摘
は
、
県
氏
の
産
ん
だ
石
の
色

が
無
作
為
に
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
点
で
重

要
で
あ
る
。
青
白
の
二
色
は
石
が
後
に
神
の
子
と
し
て
祭
ら
れ
る

伏
線
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

﹁
方
丈
五
寸
﹂
の
形
状
は
、
こ
の
石
が
球
状
や
卵
状
で
は
な
く
立

方
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
石
を
出
生
す
る
と
い
う
発
想
は
卵

生
神
話
か
ら
生
じ
た
と
さ
れ
る
が
、
石
の
形
状
を
敢
え
て
﹁
方
丈
﹂

と
記
す
の
は
、
当
該
説
話
が
石
を
卵
と
し
て
描
い
て
い
な
い
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
異
常
出
生
譚
と
し
て
当
該
説
話
と
の
類
似
性
が

指
摘
さ
れ
る
﹃
古
事
記
﹄
応
神
天
皇
条
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
説
話
や

﹃
日
本
書
紀
﹄
垂
仁
天
皇
二
年
是
歳
条
の
白
石
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄

下
巻
一
九
縁
が
、
何
れ
も
石
・
肉
塊
か
ら
の
神
聖
な
御
子
の
誕
生

を
記
す
の
に
対
し
、
当
該
説
話
の
石
が
何
も
生
み
出
さ
な
い
の
は
、

石
が
神
︵
御
子
︶
を
宿
す
い
れ
も
の
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
当

該
説
話
は
神
の
子
を
あ
く
ま
で
も
石
そ
の
も
の
と
し
て
描
い
て
い

る
の
で
あ
り
、
卵
生
説
話
の
神
霊
観
と
は
異
な
る
志
向
で
記
さ
れ

て
い
る
。

方
丈
の
形
状
は
ま
た
、
こ
の
石
が
人
工
物
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
。
出
産
と
い
う
自
然
の
行
為
に
よ
っ
て
誕
生
し
な
が
ら
、
生

ま
れ
た
石
そ
れ
自
体
は
極
め
て
人
工
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
石

は
実
際
に
県
氏
の
女
か
ら
出
生
し
た
の
で
は
な
く
、
説
話
に
先
行

し
て
人
工
的
に
作
り
出
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。人

の
手
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
方
丈
の
石
は
、
神
婚
の
話
型

で
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
神
の
子
と
し
て
生
み
出
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
話
末
部
に
お
い
て
、
景
戒
は
石
の
出
生
を
﹁
聖
朝

奇
異
﹂
と
意
味
づ
け
、
自
土
で
生
じ
た
現
報
の
一
つ
と
し
て
捉
え

る
の
で
あ
る
。

︿
石
の
増
長
﹀

石
は
﹁
毎
レ
年
増
長
﹂
し
た
。
出
雲
路
修
氏
は
こ
の
記
述
を
受

け
、

原
撰
本
の
成
立
し
た
延
暦
六
年
は
、
ま
だ
こ
の
石
の
増
長
が

つ
づ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
。
出
雲
路
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
石
の
増
長
が
続
い
て

い
た
と
す
れ
ば
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
原
撰
本
成
立
時
、
石
は
﹁
方
丈

五
寸
﹂
よ
り
大
き
な
状
態
で
、
人
々
の
目
に
晒
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な
ろ
う
。
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当
該
説
話
は
石
が
生
ま
れ
た
﹁
過
去
﹂
の
物
語
で
は
な
く
、

﹁
今
﹂
石
が
ま
つ
ら
れ
る
由
縁
の
物
語
で
あ
る
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄

は
石
を
﹁
毎
レ
年
増
長
﹂
と
す
る
こ
と
で
、
現
実
の
石
の
大
き
さ

と
に
差
異
を
持
た
せ
、﹁
石
の
増
長
﹂
と
い
う
非
現
実
的
な
出
来
事

に
真
実
性
を
付
加
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
現
実
に
存
在
す

る
石
と
関
係
付
け
る
こ
と
で
、
石
の
出
生
と
い
う
奇
異
は
現
実
へ

と
昇
華
し
、
石
は
今
に
現
れ
る
現
報
の
実
証
と
し
て
機
能
す
る
の

で
あ
る
。

︿
父
の
判
明
﹀

石
の
出
生
時
点
で
は
そ
の
父
は
知
ら
れ
な
い
。
石
の
父
は
隣

郡
・
淳
見
郡
︵﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
厚
見
郡
︶
内
の
伊
奈
婆
大
神
の
託

宣
に
よ
り
、
は
じ
め
て
こ
の
神
で
あ
る
と
知
れ
る
。

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
で
は
﹁
伊
奈
婆
大
神
﹂
の
他
に
、
上
巻
二
八
縁

の
﹁
葛
木
一
言
主
大
神
﹂、
下
巻
第
二
四
縁
の
﹁
陀
我
大
神
﹂
に

﹁
大
神
﹂
を
用
い
る
。﹁
葛
木
峯
一
語
主
大
神
﹂﹁
陀
我
大
神
﹂
は
、

何
れ
も
在
地
に
信
仰
の
基
盤
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、﹃
日

本
霊
異
記
﹄
は
こ
れ
ら
土
地
の
象
徴
的
存
在
を
、
仏
教
や
天
皇
の

権
威
に
従
属
さ
せ
て
語
る
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄
が
説
話
に
土
着
的
な

神
へ
の
信
仰
を
取
り
込
む
の
は
、
民
衆
世
界
に
生
き
る
神
へ
の
信

仰
を
利
用
す
る
こ
と
で
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
が
生
成
す
る
説
話
を
、

よ
り
民
衆
世
界
に
浸
透
し
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

伊
奈
婆
大
神
は
、
現
在
の
岐
阜
県
岐
阜
市
伊
奈
波
通
に
在
る
伊

奈
波
神
社
の
祭
神
と
い
わ
れ
る
。
伊
奈
波
神
社
は
﹃
延
喜
式
﹄
神

名
帳
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
六
国
史
に
そ
の
名
が
見
え

る
。

①
美
濃
国
厚
見
郡
无
位
伊
奈
波
神
等
並
奉
レ
授
二
従
五
位
下
一
。
依
二

国
司
等
解
状
一
也
。

︿﹃
続
日
本
後
紀
﹄
巻
一
五
・
仁
明
天
皇
・
承
和
十

二
年
七
月
一
六
日
条
﹀

②
授
二
美
濃
国
従
五
位
上
伊
奈
波
神
正
五
位
下
一
。

︿﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
一
六
・
清
和
天
皇
・
貞
観

一
一
年
一
二
月
五
日
条
﹀

③
授
二
美
濃
国
正
五
位
下
伊
奈
波
神
従
四
位
下
一
。

︿﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
巻
三
八
・
陽
成
天
皇
・
元
慶

四
年
一
一
月
九
日
条
﹀

六
国
史
に
見
え
る
伊
奈
波
神
の
名
は
、
こ
の
神
が
九
世
紀
中
頃

に
は
中
央
の
神
祇
制
度
の
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
表
し
て
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い
る
。
伊
奈
婆
神
社
は
美
濃
国
三
宮
で
あ
り
、
美
濃
国
内
に
お
け

る
神
格
も
高
い
。
伊
奈
波
神
社
は
現
在
、
祭
神
を
垂
仁
天
皇
皇
子

イ
ニ
シ
キ
ノ
イ
リ
ビ
コ
︵﹃
古
事
記
﹄
印
色
之
入
日
子
命
・﹃
日
本
書
紀
﹄

五
十
瓊
敷
入
彦
命
︶
と
す
る
が
、
六
国
史
で
は
何
れ
も
イ
ニ
シ
キ
イ

リ
ビ
コ
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
伊
奈
波
神
社
祭
神
の
変
遷
理
由
に

関
し
て
原
田
敦
子
氏
は
、

五
十
瓊
敷
入
彦
命
や
彦
多
都
彦
命
を
祭
神
に
裾
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
朝
廷
と
結
び
つ
き
、
伊
奈
波
神
社
の
権
威
や
神
格
を

高
め
よ
う
と
の
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
伊
奈
波
神
社
は
中
央
と
没
交
渉
の
存
在
で
は

な
く
、
中
央
と
の
関
係
の
中
で
、
祭
神
を
王
家
の
皇
子
へ
と
変
更

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

当
該
説
話
に
お
い
て
、
伊
奈
婆
大
神
は
卜
者
に
依
り
憑
き
﹁
其

産
二
石
、
是
我
子
﹂
と
告
げ
る
。
卜
者
は
神
の
言
葉
の
伝
達
者
で
、

こ
こ
で
は
巫
女
が
想
定
さ
れ
る
。

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
序
に
は
、

竊
に
上
代
を
観
れ
ば
、
宣
化
天
皇
よ
り
以
往
�

�

は
外
道
に
随
ひ

卜
者
を
憑�

�

む
。
欽
明
天
皇
よ
り
後
は
三
宝
を
敬
ひ
正
し
き
教

え
を
信
ふ
。

と
あ
り
、
景
戒
は
卜
者
を
仏
教
の
対
照
的
存
在
と
し
て
描
い
て
い

る
。
桓
武
天
皇
代
と
い
う
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
中
で
も
極
め
て
新

し
い
時
代
に
設
定
さ
れ
な
が
ら
、
当
該
説
話
は
古
い
信
仰
世
界
を

そ
の
内
部
に
取
り
込
む
。
当
該
説
話
が
卜
者
の
存
在
を
語
る
の
は
、

説
話
を
こ
れ
か
ら
教
化
す
べ
き
民
衆
世
界
に
よ
り
引
き
付
け
た
も

の
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

託
宣
に
お
い
て
、
神
の
子
は
﹁
二
石
﹂
と
表
現
さ
れ
る
。
二
石

を
一
対
の
男
女
の
人
格
化
し
た
存
在
と
捉
え
る
見
方
も
存
在
す
る

も
の
の
、﹁
其
産
二
石
、
是
我
子
﹂
の
一
文
は
、
あ
く
ま
で
も
神
の

子
を
﹁
石
﹂
そ
の
も
の
と
し
て
描
い
た
表
現
と
い
え
る
。
卵
生
型

の
始
祖
神
話
と
類
似
し
た
要
素
を
持
ち
な
が
ら
、
当
該
説
話
が
表

わ
す
の
は
卵
か
ら
の
始
祖
の
誕
生
で
は
な
く
、
石
そ
の
も
の
の
出

生
で
あ
る
。
景
戒
が
石
の
出
生
に
関
心
を
示
し
た
の
は
、
当
該
説

話
が
卵
生
型
の
始
祖
神
話
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
。
景
戒
の
関

心
は
今
に
現
れ
て
い
る
石
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
。

︿
祭
祀
の
起
源
﹀

神
の
子
と
判
明
し
た
石
は
、
県
氏
の
女
の
家
の
内
部
で
祭
ら
れ

る
。
神
の
子
が
そ
の
母
の
家
で
祭
ら
れ
る
の
は
、
古
代
が
母
系
優

勢
の
社
会
で
あ
る
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。

祖
先
神
と
守
護
神
と
は
本
来
別
個
の
存
在
で
あ
る
。
神
婚
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
神
御
子
が
、
あ
く
ま
で
氏
族
の
守
護
神
︵
氏
神
︶
で

あ
る
こ
と
は
、
既
に
津
田
左
右
吉
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
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石
の
祭
祀
は
、
伊
奈
婆
大
神
の
御
子
︵
二
つ
の
石
︶
が
、
新
た
に

県
氏
の
守
護
神
︵
氏
神
︶
と
し
て
祭
ら
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

図
は
当
該
説
話
の
婚
姻
関
係
及
び
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
祭
祀
関

係
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

図
　
伊
奈
婆
大
神
と
県
氏
の
関
係

県
氏
は
﹁
伊
奈
婆
大
神
を
祖
神
と
し
て
祭
っ
た
こ
の
地
の
豪
族
﹂

と
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
祖
先
神
と
守

護
神
と
は
本
来
別
の
存
在
で
あ
り
、
当
該
説
話
が
記
す
の
は
伊
奈

婆
大
神
の
祭
祀
起
源
で
は
な
く
、
県
氏
に
よ
る
﹁
石
﹂
の
祭
祀
起

源
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

説
話
解
釈
に
お
い
て
、
景
戒
は
当
該
説
話
を
﹁
我
聖
朝
奇
異
事

矣
﹂
と
評
価
す
る
。
下
巻
序
に
示
さ
れ
る
通
り
、
奇
異
は
現
報
の

実
証
で
あ
っ
た
。

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
説
話
の
持
つ
特
色
に
つ
い
て
益
田
勝
実
氏
は
、

﹃
霊
異
記
﹄
の
話
の
特
色
は
、
そ
れ
以
前
に
私
度
僧
の
信
仰
が

必
要
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
く
る
、
徹
底
し
た
善
悪
現
報
主
義

で
あ
る
。
来
世
で
の
応
報
を
主
と
し
て
考
え
る
教
団
の
教
理

本
位
の
因
果
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
世
で
の
現
報
は
副
次

的
な
問
題
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
、
逆
に
手
近
い
現
報
が

ひ
た
す
ら
に
追
求
さ
れ
る
。
民
衆
の
信
仰
形
態
を
反
映
し
た

こ
う
い
う
現
報
性
は
、
こ
の
説
話
集
に
一
貫
し
た
テ
ー
マ
と

な
っ
て
さ
え
い
る
。

と
述
べ
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
が
手
近
い
因
果
を
積
極
的
に
提
示
す
る

と
指
摘
す
る
。
手
近
い
因
果
の
追
求
と
い
う
点
は
、﹃
日
本
霊
異

記
﹄
編
纂
時
の
近
時
の
奇
異
と
し
て
記
さ
れ
る
当
該
説
話
と
も
共

通
す
る
要
素
で
あ
る
。
当
該
説
話
は
石
の
出
生
と
い
う
奇
異
を
、

聞
き
手
の
身
近
に
現
れ
出
た
現
報
と
し
て
記
し
て
い
る
。

︿
説
話
解
釈
﹀

説
話
本
体
に
続
く
の
が
、
景
戒
に
よ
る
説
話
解
釈
で
あ
る
。

景
戒
は
、
説
話
を
﹁
往
古
今
来
、
未
二
都
見
聞
一
﹂
と
す
る
。
し
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か
し
神
聖
な
御
子
の
誕
生
や
託
宣
は
、﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄

を
は
じ
め
﹁
風
土
記
﹂
な
ど
に
も
散
見
す
る
事
柄
で
あ
り
、
共
同

体
は
そ
れ
ぞ
れ
祭
る
べ
き
神
の
起
源
譚
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
を
景
戒
は
敢
え
て
﹁
未
二
都
見
聞
一
﹂
と
す
る
。
神
婚

に
よ
る
祭
祀
の
起
源
は
説
話
の
主
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

当
該
説
話
は
﹁
是
亦
我
聖
朝
奇
異
事
矣
﹂
の
一
文
に
収
束
す
る
。

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
で
は
当
該
説
話
以
外
に
以
下
三
例
に
﹁
聖
朝
﹂
の

語
が
見
え
る
。

①
釈
義
覚
は
、
本
百
済
の
人
な
り
。
其
の
国
の
破
る
る
時

に
、
後
岡
本
宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
代
に
当
り

て
、
我
が
聖
朝
に
入
り
て
難
破
の
百
済
寺
に
住
む
。

︿
上
巻
第
一
四
﹁
僧
心
経
を
憶
持
ち
て
現
報
を
得

奇
き
し
事
を
示
す
縁
﹂﹀

②
吾
が
聖
朝
の
人
道
照
法
師
、
勅
を
奉
り
法
を
求
め
て
大
唐

に
往
く
。︿

上
巻
第
二
八
﹁
孔
雀
王
の
呪
法
を
修
持
ち
て
異

し
き
験
力
を
得
て
現
に
仙
と
作
り
天
に
飛
ぶ
縁
﹂﹀

③
我
が
聖
朝
に
弾
き
圧
さ
る
る
土
に
、
是
の
善
き
類
有
り
。

斯
れ
ま
た
奇
異
し
き
事
な
り
。

︿
下
巻
第
一
九
﹁
産
生
み
た
る
肉
団
�
�
�
�

女
子
と
作
り

て
善
を
修
ひ
人
を
化
ふ
る
縁
﹂﹀

①
は
百
済
か
ら
の
渡
来
僧
・
義
覚
の
霊
験
を
記
し
た
話
。
②
は
高

名
な
役
行
者
説
話
の
中
で
、
道
照
法
師
の
入
唐
を
記
し
た
箇
所
。

③
は
肥
後
国
八
代
郡
豊
服
郷
に
住
む
豊
服
広
公
の
妻
が
肉
塊
を
生

ん
だ
話
で
あ
り
、
③
は
当
該
説
話
同
様
、
異
常
な
出
生
を
記
し
て

い
る
。

以
上
の
三
例
に
象
徴
的
な
よ
う
に
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
で
は
何
れ

も
他
国
を
意
識
し
た
際
に
、
そ
の
対
義
と
し
て
自
土
を
﹁
聖
朝
﹂

と
記
す
。﹁
我
聖
朝
奇
異
事
矣
﹂
の
表
現
に
注
目
し
た
河
野
美
貴
子

氏
は
、い

ず
れ
も
外
国
に
対
す
る
日
本
を
取
り
上
げ
る
際
に
、﹃
霊
異

記
﹄
で
は
﹁
我
が
聖
朝
﹂
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。﹁
我
が
聖
朝
﹂
の
語
は
、
外
国
に
対
抗
す
る
意
識

か
ら
日
本
を
称
揚
す
る
言
葉
、
そ
し
て
そ
れ
が
高
じ
て
、
も

と
も
と
は
海
外
の
説
話
モ
チ
ー
フ
に
彩
ら
れ
た
説
話
を
も

﹁
自
土
の
奇
事
﹂
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
景
戒
の
編
纂
意
識
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄
が
対
外
意
識
の
も
と
で
作
ら
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れ
た
こ
と
は
、
上
巻
序
に
、

昔
漢
地
に
冥
報
記
を
造
り
、
大
唐
国
に
般
若
験
記
を
作
る
。

何
す
れ
ぞ
た
だ
し
他
国
の
伝
録
に
慎
み
て
、
自
が
土
の
奇
し

き
事
を
信

�
�
�
�

恐
り
ざ
ら
む
。
粤�

�

に
目
を
起
し
て
矚
れ
ば
、
忍

び
寝
む
こ
と
得
ず
。
心
を
居
き
て
思
へ
ば
、
黙
然
す
る
こ
と

能
は
ず
。
故
に
聊
側�
�
�

に
聞
く
こ
と
を
注
し
、
号
け
て
日
本
国

現
報
善
悪
霊
異
記
と
曰
ふ
。

と
記
さ
れ
る
点
と
も
一
致
す
る
。
他
国
と
い
う
外
部
を
意
識
し
た

時
、
は
じ
め
て
日
本
国
と
い
う
﹁
自
﹂
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
。

﹁
我
聖
朝
﹂
の
語
が
景
戒
の
﹁
他
﹂
に
対
す
る
﹁
自
﹂
の
意
識
の
表

わ
れ
と
す
る
河
野
氏
の
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

﹁
我
聖
朝
﹂
に
見
え
る
﹁
我
﹂
の
語
は
ま
た
、
景
戒
の
世
界
原
理

が
天
皇
の
統
治
す
る
日
本
国
を
﹁
自
﹂
と
し
、
そ
れ
以
外
を
﹁
他
﹂

と
し
て
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
景
戒
は
、
自
ら
を
天
皇
の

世
界
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

景
戒
に
と
っ
て
の
﹁
聖
﹂
と
は
何
か
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な

る
の
が
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
序
で
あ
る
。

瑞
応
�
�
�

の
華
は
競
ひ
て
国
邑
に
開
く
。
善
と
悪
と
の
報
は
現
れ

て
吉
凶
を
示
す
。
故
に
号
け
て
勝
宝
応
真
聖
武
太
上
天
皇
と

称
し
た
て
ま
つ
る
。
た
だ
し
是
の
天
皇
の
代
に
録
す
所
の
善

と
悪
と
表�

�
�

と
の
多
数
な
る
は
、
聖
皇

�
�
�
�
�
�
�
の
徳�

�
�
に
由
る
。
顕
る

る
事
最
も
多
く
、
漏
る
る
事

、
今
聞
く
所
に
随
ひ
て
し

ば
ら
く
載
さ
ま
く
の
み
。

中
巻
序
は
聖
武
天
皇
を
﹁
聖
皇
﹂
と
し
、
聖
武
天
皇
の
徳
に
よ
り
、

多
く
の
善
報
悪
報
が
顕
現
し
た
と
す
る
。

景
戒
は
生
起
し
た
奇
異
を
自
土
︵
日
本
国
︶
に
お
け
る
因
果
の

実
証
と
解
釈
す
る
。
景
戒
の
解
釈
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
す
る
こ

と
に
よ
り
、
神
婚
に
象
徴
さ
れ
る
旧
秩
序
的
信
仰
は
、
共
同
体
的

な
信
仰
の
土
台
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
生
ま
れ
た
神
の
子
︵
石
︶
は
、

新
た
に
自
土
に
生
じ
た
現
報
の
一
つ
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

三
、
お
わ
り
に

当
該
説
話
は
、
神
婚
と
い
う
従
来
個
々
の
共
同
体
レ
ベ
ル
で
語

ら
れ
て
き
た
伝
承
を
、
共
同
体
的
な
伝
承
の
基
盤
か
ら
引
き
離
し
、

そ
の
文
脈
に
お
い
て
、﹃
日、
本、
霊
異
記
﹄︵
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異

記
︶
の
書
名
に
自
覚
的
な
よ
う
に
、﹁
日
本
﹂
と
い
う
、
よ
り
大
き

な
枠
組
み
で
捉
え
な
お
し
て
い
る
。

景
戒
の
解
釈
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神

婚
に
よ
る
神
御
子
の
誕
生
は
自
土
で
生
じ
た
現
報
の
一
つ
と
し
て

意
味
づ
け
ら
れ
、
景
戒
が
奇
異
の
記
録
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と

─ 21 ─

︵
34
︶



す
る
、
因
果
応
報
の
原
理
の
教
化
材
料
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
と
な
る
。

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
説
話
は
、
神
婚
や
神
の
子
の
出
生
と
い
っ
た
在

地
の
信
仰
を
巧
み
に
集
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
未
だ
旧
秩
序
的
な
信

仰
が
生
き
る
民
衆
世
界
に
、
よ
り
積
極
的
に
現
報
の
原
理
を
教
導

す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。

当
該
説
話
は
、
そ
の
文
脈
の
中
で
、
神
婚
に
象
徴
さ
れ
る
旧
秩

序
的
信
仰
・
伝
承
を
共
同
体
の
枠
か
ら
脱
皮
さ
せ
、﹃
日
本
霊
異

記
﹄
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
新
た
に
﹁
日
本
﹂
や
、
そ
の
日

本
を
覆
う
、
因
果
の
原
理
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
く
営
み
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

︻
注
︼

︵
１
︶
松
浦
貞
俊
﹃
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
註
釈
﹄
大
東
文
化
大

学
東
洋
研
究
所
、
一
九
七
三
年
、
四
四
四
頁

︵
２
︶
本
説
話
を
伊
奈
婆
神
と
県
氏
の
神
婚
説
話
と
見
る
先
行
研
究

に
は
、
守
屋
俊
彦
﹁
下
巻
第
三
十
一
縁
考
﹂︵﹃
日
本
霊
異

記
の
研
究
﹄︿
続
﹀
所
収
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
八
年
︶。

原
田
敦
子
﹁
石
を
産
ん
だ
話
︱
日
本
霊
異
記
下
巻
第
三
十

一
縁
の
一
考
察
﹂︵
黒
沢
幸
三
編
﹃
日
本
霊
異
記
︱
土
着
と

外
来
﹄
所
収
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
六
年
︶。
池
辺
実

﹁﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
読
み
方
に
つ
い
て
﹂︵
新
典
社
研
究
叢

書
54
﹃
説
話
の
本
質
と
研
究
﹄
所
収
、
新
典
社
、
一
九
九

二
年
︶。
多
田
一
臣
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
下
、
筑
摩
書
房
、
一

九
九
八
年
な
ど
が
あ
る
。

︵
３
︶
河
野
貴
美
子
﹁﹃
日
本
霊
異
記
﹄
下
巻
第
三
十
一
縁
の
考
察
﹂

︵
説
話
・
伝
承
学
会
﹁
説
話
・
伝
承
学
﹂
八
号
、
二
〇
〇
〇

年
︶
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
に
は
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ

る
。

従
来
下
巻
第
三
十
一
縁
の
類
話
と
さ
れ
て
き
た
下
巻

第
十
九
縁
や
天
之
日
矛
、
朱
蒙
の
神
話
も
含
め
て
、

こ
れ
ら
一
連
の
異
常
出
生
説
話
が
根
ざ
す
も
の
は
大

陸
の
説
話
世
界
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

︵
４
︶
先
行
研
究
の
中
で
従
来
、
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
伊

奈
婆
大
神
の
神
婚
・
祭
祀
伝
承
で
あ
る
。
守
屋
俊
彦
氏
は

︵
２
︶
前
掲
書
二
五
七
～
二
五
八
頁
に
お
い
て
、

こ
の
話
の
一
番
の
原
話
は
、
あ
の
三
輪
山
神
話
の
よ

う
に
、
稲
葉
山
に
鎮
ま
り
ま
す
伊
奈
婆
大
神
が
、
稲

葉
氏
の
女
の
許
に
通
い
、
そ
の
間
に
産
ま
れ
た
子
が
、
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稲
葉
氏
の
始
祖
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
稲
葉
氏
の
始
祖
神
話
で
あ

る
と
と
も
に
、
伊
奈
波
神
社
の
縁
起
譚
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る

と
述
べ
、
当
該
説
話
の
原
像
を
稲
葉
氏
の
始
祖
伝
承
・
伊

奈
婆
神
社
縁
起
譚
と
す
る
。

︵
５
︶
池
辺
実
氏
は
︵
２
︶
前
掲
書
一
一
頁
で
、
本
説
話
が
従
来
、

仏
教
色
の
皆
無
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

﹃
霊
異
記
﹄
下
の
31
の
伝
承
は
、
も
と
も
と
、
美
乃
の

国
の
伊
奈
婆
の
神
が
神
霊
に
恵
ま
れ
た
処
女
に
神
の

子
を
授
け
ら
れ
た
。
そ
の
神
の
子
は
石
の
姿
を
し
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。﹃
霊
異
記
﹄
の
編
者

は
、
神
霊
に
恵
ま
れ
た
人
、
信
心
深
い
人
の
と
こ
ろ

へ
神
の
子
が
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
上
代
固
有
信
仰
の

名
残
り
の
圏
内
に
住
む
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
彼
の
内

面
に
お
い
て
、
こ
の
神
話
的
伝
承
に
処
女
の
深
信
と

善
報
と
の
因
果
の
理
を
認
め
、
こ
れ
を
因
果
応
報
の

実
証
と
し
て
本
書
に
収
録
し
た
の
で
あ
る
。
因
果
応

報
の
説
話
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
ん
な
奇
異

談
に
さ
え
、
編
者
は
自
己
の
内
面
に
お
い
て
、
因
果
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の
理
を
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

︵
６
︶
中
田
祝
夫
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10
﹃
日
本

霊
異
記
﹄
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、
三
三
二
頁
注
三
は
、

水
野
郷
を
現
在
の
岐
阜
市
長
良
付
近
と
推
測
す
る
。

︵
７
︶
遠
藤
嘉
基
・
春
日
和
男
校
注
、
日
本
古
典
文
学
大
系
70
﹃
日

本
霊
異
記
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
。
中
田
祝
夫
校

注
・
訳
、
日
本
古
典
文
学
全
集
６
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
小
学

館
、
一
九
七
五
年
。
守
屋
俊
彦
氏
︵
２
︶
前
掲
書
。
中
田

祝
夫
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10
﹃
日
本
霊

異
記
﹄
小
学
館
、
一
九
九
五
年
。
出
雲
路
修
校
注
・
訳
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
30
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
。
多
田
一
臣
氏
︵
２
︶
前
掲
書
。

︵
８
︶
方
県
津
神
社
に
比
定
さ
れ
る
岐
阜
県
岐
阜
郡
八
代
の
方
県
津

神
社
は
現
在
、
丹
生
川
上
摩
須
郎
女
︵﹃
古
事
記
﹄
開
化
天

皇
条
に
見
え
る
開
化
孫
、
美
知
能
宇
志
王
の
妻
・
丹
波
之

河
上
之
摩
須
郎
女
と
同
一
か
︶
を
祀
る
。
方
県
津
神
社
の

別
名
が
県
神
社
で
あ
り
、
県
氏
を
当
該
社
の
奉
祭
氏
族
と

み
た
原
田
敦
子
氏
は
︵
２
︶
前
掲
書
一
一
九
頁
で
、

県
氏
は
昔
県
主
で
あ
っ
た
も
の
の
後
裔
で
あ
り
、
県

神
社
は
、
こ
の
地
を
本
貫
と
し
た
県
氏
の
一
族
が
祖

神
を
祀
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
県
氏
は
方
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県
津
神
社
の
存
し
た
方
県
郡
方
県
郷
を
中
心
に
蟠
踞

し
て
い
た
地
方
豪
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
述
べ
る
。

︵
９
︶
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
第
一
巻
、
平

凡
社
、
一
九
七
九
年
﹁
県
﹂
項

︵
10
︶
太
田
亮
﹃
姓
氏
家
系
大
辞
典
﹄
一
、
角
川
書
店
、
一
九
六
三

年
、
二
六
頁
﹁
美
濃
の
縣
氏
﹂
項
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ

る
。

霊
異
記
下
巻
卅
一
に
美
濃
国
方
県
郡
水
野
郷
楠
見
村

に
一
女
あ
り
、
姓
縣
氏
也
︵
延
暦
元
年
︶
を
載
せ
、

ま
た
半
布
里
大
宝
二
年
戸
籍
に
寄
人
縣
咋
麻
呂
と
云

ふ
も
の
を
載
す
。
何
れ
も
其
地
の
縣
主
の
後
な
ら
む
。

殊
に
前
者
は
此
地
の
縣
主
た
り
し
物
部
氏
の
裔
な
る

證
跡
あ
り
。

ま
た
日
本
古
典
文
学
大
系
70
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
岩
波
書
店
、

一
九
六
七
年
、
四
一
〇
頁
頭
注
六
に
よ
れ
ば
、﹃
日
本
三
代

実
録
﹄
に
﹁
美
濃
国
恵
那
郡
人
県
万
歳
麻
呂
﹂
が
見
え
る

と
い
う
。
な
お
﹁
東
南
院
文
書
﹂
二
︵﹃
大
日
本
古
文
書
﹄

二
︱
四
〇
二
頁
︶
に
は
﹁
外
従
五
位
下
縣
氏
益
﹂
な
る
人

物
が
見
え
る
。

︵
11
︶
守
屋
俊
彦
氏
︵
４
︶
引
用
部

︵
12
︶
原
田
敦
子
氏
は
︵
２
︶
前
掲
書
一
一
九
～
一
二
〇
頁
で
、
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

美
濃
県
主
の
子
孫
が
県
氏
も
し
く
は
県
主
氏
を
称
し

て
方
県
郡
に
、
な
か
ん
ず
く
郡
家
や
方
県
津
神
社
の

存
し
た
方
県
郷
に
住
し
、
令
制
下
に
お
い
て
も
こ
の

地
方
の
名
族
と
し
て
勢
力
を
有
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
下
巻
三
十
一
縁
に
登
場
す
る
県
氏
の
女
も

ま
さ
し
く
こ
う
し
た
県
氏
の
一
員
で
、
己
が
祖
神
を

祀
っ
た
方
県
津
神
社
を
信
奉
し
つ
つ
、
一
方
で
は
県

主
時
代
の
祭
祀
権
を
継
承
し
て
、
濃
尾
平
野
の
西
北

部
、
旧
美
濃
県
地
方
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た

伊
奈
波
神
社
を
奉
斎
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

原
田
氏
は
、
県
氏
の
女
と
方
県
津
神
社
・
伊
奈
波
神
社
の

二
社
に
、
現
実
の
奉
仕
関
係
を
認
め
る
。
し
か
し
本
稿
で

は
説
話
の
文
脈
か
ら
県
氏
の
女
と
伊
奈
婆
大
神
と
の
関
わ

り
を
考
察
す
る
方
法
を
用
い
る
た
め
、
県
氏
の
女
と
二
社

と
の
間
に
、
現
実
の
奉
斎
関
係
は
想
定
し
な
い
。

︵
13
︶﹃
日
本
霊
異
記
﹄
で
は
置
染
臣
鯛
女

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

︵
中
巻
第
八
縁
︶
や
万

の
子
︵
中
巻
第
三
三
縁
︶
に
対
し
て
も
、
県
氏
の
女
同
様

に
処
女
性
を
強
調
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
る
が
、
年
齢
は

記
さ
れ
な
い
。
神
妻
の
年
齢
を
記
す
の
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
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を
は
じ
め
、﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄﹃
風
土
記
﹄
の
三
輪

山
型
神
婚
説
話
に
は
見
ら
れ
な
い
当
該
説
話
独
自
の
要
素

で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、
多
田
一
臣
氏
は
︵
２
︶
前
掲

書
二
三
三
頁
で
、
県
氏
の
女
の
年
齢
に
つ
い
て
、﹁
結
婚
の

適
齢
期
を
は
る
か
に
過
ぎ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
異
常
性

の
表
現
。﹂
と
指
摘
す
る
。
多
田
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

県
氏
の
女
の
処
女
性
は
、
彼
女
を
巫
女
的
女
性
と
し
て
造

形
す
る
効
果
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

︵
14
︶
原
田
敦
子
氏
は
︵
２
︶
前
掲
書
一
三
一
～
一
三
二
頁
に
お
い

て
、
伊
奈
婆
大
神
を
田
の
神
と
捉
え
た
上
で
、
県
氏
の
女

の
出
産
時
期
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

下
巻
三
十
一
縁
に
お
け
る
二
月
下
旬
と
い
う
出
産
の
時

期
は
、
山
か
ら
降
っ
た
伊
奈
婆
大
神
を
田
の
神
と
し
て

迎
え
た
県
氏
の
巫
女
が
、
神
聖
な
る
相
婚
に
よ
っ
て
懐

妊
し
、
神
の
子
を
出
産
し
た
こ
と
を
開
示
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
話
の
構
成
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

原
田
氏
は
、
説
話
を
文
脈
の
外
側
か
ら
捉
え
、
当
該
説
話

の
裏
側
に
在
地
の
稲
作
祭
祀
を
想
定
す
る
。
し
か
し
、
説

話
の
文
脈
か
ら
は
二
つ
の
石
と
稲
作
と
の
関
わ
り
は
見
出

せ
な
い
。

︵
15
︶
延
暦
元
年
は
正
確
に
は
﹁
壬
戌
﹂
で
あ
り
、
一
年
の
ず
れ
が

生
じ
て
い
る
。
下
巻
三
〇
縁
・
三
二
縁
に
も
同
様
の
ず
れ

が
見
ら
れ
、
下
巻
三
〇
～
三
二
縁
の
一
群
の
年
号
が
、
同

時
的
に
付
さ
れ
た
可
能
性
を
示
す
。

︵
16
︶
大
林
太
良
﹁
古
語
拾
遺
に
お
け
る
神
話
と
儀
礼
　
四
　
青
と

白
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
﹂︵
安
田
尚
道
・
秋
本
吉
徳
校
注
、
新

撰
日
本
古
典
文
庫
﹃
古
語
拾
遺
﹄
現
代
思
潮
社
、
一
九
七

六
年
所
収
、
二
三
七
頁
︶

︵
17
︶
谷
川
健
一
﹁
応
神
帝
と
卵
生
神
話
﹂︵
谷
川
健
一
全
集
三

﹃
古
代
史
ノ
オ
ト
﹄
三
〇
頁
︶
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
の
石
は
た
だ
の
石
で
な
く
毎
年
大
き
く
な
る
。
と

す
れ
ば
そ
れ
は
卵
の
機
能
と
ま
っ
た
く
似
て
い
る
。

こ
こ
で
天
の
日
矛
の
説
話
を
思
い
出
す
の
は
当
然
で

あ
る
。

ま
た
多
田
一
臣
氏
︵
２
︶
前
掲
書
二
三
四
～
二
三
五
頁
に

お
い
て
も
、
当
該
説
話
と
卵
生
説
話
と
の
関
わ
り
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

︵
18
︶﹁
産
生
み
た
る
肉
団

�
�
�
�

女
子
と
作
り
て
善
を
修
ひ
人
を
化
ふ
る

縁
﹂
肉
塊
か
ら
生
ま
れ
た
女
児
の
異
常
出
生
譚
。
肥
後
国

八
代
郡
豊
服
郷
に
住
む
豊
服
広
公
の
妻
が
懐
妊
し
、
宝
亀

二
年
一
一
月
一
五
日
寅
の
刻
に
一
つ
の
肉
塊
を
産
む
。
こ



れ
を
慶
事
で
は
な
い
と
す
る
豊
福
夫
婦
は
肉
塊
を
山
中
の

石
の
中
に
隠
す
が
、
七
日
後
に
行
っ
て
み
る
と
肉
塊
の
中

か
ら
女
子
が
生
ま
れ
て
い
た
。
夫
婦
が
女
子
を
扶
育
す
る

と
、
そ
の
子
は
七
歳
に
な
ら
な
い
う
ち
に
法
華
経
と
八
十

華
厳
経
を
読
誦
し
、
出
家
し
て
人
々
に
仏
法
を
広
め
る
。

愚
か
な
俗
人
た
ち
は
女
子
の
身
体
的
特
徴
を
嘲
笑
す
る
が
、

の
ち
に
女
児
は
仏
の
化
現
し
た
も
の
と
知
れ
、
仏
法
の
教

導
者
と
さ
れ
た
と
い
う
話
。

︵
19
︶﹃
続
日
本
紀
﹄
称
徳
天
皇
・
宝
亀
元
年
二
月
二
三
日
条
に
は
、

方
丈
の
石
の
話
と
し
て
以
下
の
記
事
が
あ
る
。

西
大
寺
の
東
塔
の
心
礎
を
破
却
す
。
そ
の
石
大
き
さ

方
一
丈
餘
、
厚
さ
九
尺
あ
り
。
東
大
寺
よ
り
以
東
、

飯
盛
山
の
石
な
り
。
初
め
数
千
人
を
以
て
引
け
ど
も
、

日
に
去
く
こ
と
数
歩
の
み
。
時
に
復
或
は
鳴
る
。
是

に
人
夫
を
益
し
て
、
九
日
に
し
て
乃
ち
至
れ
り
。
即

ち
削
刻
を
加
へ
て
、
基
を
築
く
こ
と
已
に
畢
れ
り
。

時
に
巫
覡
の
徒
、
動
す
れ
ば
石
の
祟
を
以
て
言
を
為

す
。
是
に
、
柴
を
積
み
て
こ
れ
を
焼
く
。
灌
く
に
卅

餘
斛
の
酒
を
以
て
し
て
、
片
片
に
破
却
し
て
道
路
に

棄
つ
。
後
、
月
餘
の
日
に
し
て
天
皇
不
悆

�
�
�
�

す
。
こ
れ

を
卜�

�

ふ
る
に
、
破
ら
れ
し
石
祟
を
為
す
と
い
ふ
。
即

ち
復
拾
ひ
て
浄
地

�
�
�
�
�
�

に
置
き
て
、
人
・
馬
を
し
て
践
ま

し
め
ず
。
今
、
そ
の
寺
の
内
の
東
南
の
隅
の
数
十
片

の
破
石
是
な
り
。

こ
の
石
は
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
下
巻
三
一
縁
と
同
じ
角
形
で

あ
る
。
こ
の
石
は
西
大
寺
東
塔
の
礎
石
と
す
る
た
め
に
、

飯
盛
山
よ
り
掘
鑿
さ
れ
、
形
を
整
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

角
型
の
石
が
自
然
物
で
は
な
く
人
工
物
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

︵
20
︶
出
雲
路
修
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
30
﹃
日
本
霊
異

記
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
七
六
頁
注
一
三

︵
21
︶﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
お
け
る
説
話
へ
の
真
実
性
の
付
与
に
つ

い
て
は
益
田
勝
実
氏
の
、

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
結
集
さ
れ
た
、
私
度
僧
た
ち
が
民

衆
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
、
信
仰
の
た
め
に
伝
承

流
布
し
た
世
間
の
因
縁
ば
な
し
に
は
、
官
寺
教
団
の

信
仰
と
ち
が
っ
た
、
信
仰
の
切
実
さ
、
は
げ
し
さ
が

あ
る
。
同
時
に
、
理
屈
で
な
く
、
現
実
に
眼
で
見
、

耳
で
た
し
か
め
て
、
現
世
で
の
善
報
悪
報
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
、
仏
の
教
え
に
対
す
る
信
仰
を
深
め
、
自

他
を
励
ま
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
愚
か
し
さ
が
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
れ
ら
の
信
仰
は
、
現
世
で
の
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因
縁
の
事
実
に
満
た
さ
れ
て
い
て
、
犯
し
が
た
い
堅

固
さ
さ
え
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
え
よ
う
。

と
い
う
意
見
に
従
い
た
い
︵
益
田
勝
実
﹁
説
話
文
学
と
絵

巻
﹂
の
う
ち
﹁﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
方
法
﹂︿
鈴
木
日
出

男
・
天
野
紀
代
子
編
﹃
益
田
勝
実
の
仕
事
﹄
Ⅰ
、
筑
摩
書

房
、
二
〇
〇
六
年
、
八
八
～
八
九
頁
﹀︶
初
出
は
益
田
勝
実

﹃
説
話
文
学
と
絵
巻
﹄
三
一
書
房
、
一
九
六
〇
年

︵
22
︶﹁
孔
雀
王
の
呪
法
を
修
持
ち
て
異
し
き
験
力
を
得
て
現
に
仙

と
作
り
天
に
飛
ぶ
縁
﹂
修
験
道
の
祖
と
さ
れ
る
役
の
優
婆

塞
の
話
。
役
の
優
婆
塞
は
大
和
の
金
峰
山
と
葛
城
山
と
に

橋
を
架
け
る
よ
う
に
鬼
神
に
命
じ
る
。
そ
れ
を
お
そ
れ
た

葛
木
峯
一
語
主
大
神
は
、
文
武
天
皇
に
優
婆
塞
が
謀
反
を

企
て
て
い
る
と
告
げ
る
。
優
婆
塞
は
配
流
と
な
る
も
の
ち

に
赦
さ
れ
、
一
語
主
大
神
は
優
婆
塞
に
呪
文
を
か
け
ら
れ
、

現
在
も
拘
束
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

︵
23
︶﹁
修
行
の
人
を
妨
ぐ
る
に
依
り
て
、
猴
の
身
を
得
し
縁
﹂
前

世
、
東
天
竺
国
の
大
王
で
あ
っ
た
陀
我
大
神
は
、
仏
道
修

行
を
妨
害
し
た
報
い
で
、
現
世
、
近
江
国
野
洲
郡
御
上
嶽

の
神
社
の
神
︵
猿
の
身
︶
と
な
っ
た
。
陀
我
大
神
は
猿
の

身
を
逃
れ
る
た
め
に
、
社
に
住
み
着
い
た
大
安
寺
の
僧
恵

勝
に
法
華
経
を
読
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
頼
む
。

な
お
、﹁
陀
我
大
神
﹂
は
近
江
国
犬
上
郡
の
多
賀
神
社
祭
神

と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
る
︵
中
田
祝
夫
校
注
・
訳
、
日

本
古
典
文
学
全
集
６
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
小
学
館
、
一
九
七

五
年
、
三
二
二
頁
頭
注
。
多
田
氏
︵
２
︶
前
掲
書
一
七
七

～
一
八
五
頁
。
中
田
祝
夫
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
10
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、
三

一
一
頁
頭
注
︶。
ま
た
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
ス
サ
ノ
ヲ
追
放
条

に
は
﹁
故
、
其
の
伊
耶
那
岐
大
神
は
淡
海
の
多
賀
に
坐
す

な
り
﹂
と
見
え
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10
﹃
日
本
霊

異
記
﹄
三
一
一
頁
頭
注
は
、
陁
我
大
神
と
犬
上
郡
の
多
賀

神
社
の
関
係
に
つ
い
て
、
右
﹃
古
事
記
﹄
記
事
に
触
れ
、

も
し
二
者
が
同
一
で
あ
れ
ば
古
代
の
雄
神
の
完
全
に

仏
教
に
隷
属
し
た
姿
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

と
指
摘
す
る
。﹁
陀
我
大
神
﹂
の
坐
す
近
江
国
野
洲
郡
御
上

嶽
に
は
、
御
上
神
社
︵﹃
延
喜
式
﹄
神
名
帳
・
近
江
国
野
洲

郡
条
︶
が
見
え
、﹁
陀
我
大
神
﹂
と
御
神
神
社
祭
神
と
は
同

一
と
も
考
え
ら
れ
る
。

︵
24
︶
当
社
の
本
縁
起
﹃
美
濃
国
第
三
宮
因
幡
神
社
本
縁
起
﹄︵
文

明
四
年
・
美
濃
国
守
護
代
齋
藤
妙
椿
に
よ
っ
て
再
書
写
︶

で
は
、
伊
奈
波
神
社
祭
神
を
イ
ニ
シ
キ
ノ
イ
リ
ビ
コ

︵
囙
幡

�
�
�

大
菩
薩
︶
と
し
、
景
行
天
皇
一
四
年
、
イ
ニ
シ
キ
ノ
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イ
リ
ビ
コ
を
美
濃
国
厚
見
郡
の
金
山
︵
稲
葉
山
︶
に
祭
っ

た
こ
と
を
縁
起
と
す
る
︵
神
道
大
系
編
纂
会
﹃
神
道
大
系
﹄

神
社
編
二
四
、
美
濃
・
飛
騨
・
信
濃
国
、
神
道
大
系
編
纂

会
、
一
九
八
三
年
︶。

な
お
﹃
延
喜
式
﹄
巻
一
〇
・
神
名
下
・
美
濃
国
厚
見
郡
三

座
に
見
え
る
﹁
物
部
神
社
﹂
は
伊
奈
波
神
社
と
同
一
の
存

在
と
も
言
わ
れ
る
︵
同
書
一
一
頁
︶。

︵
25
︶
原
田
敦
子
氏
︵
２
︶
前
掲
書
一
二
三
頁
。
ま
た
同
氏
は
同
頁

に
お
い
て
、
伊
奈
波
神
社
の
本
来
の
祭
神
が
土
着
の
伊
奈

婆
大
神
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
現
祭
神
で
あ
る
イ

ニ
シ
キ
イ
リ
ビ
コ
に
つ
い
て
、

五
十
瓊
敷
入
彦
命
は
そ
の
事
蹟
に
見
る
限
り
、
美
濃

国
伊
奈
波
神
社
の
祭
神
た
る
資
格
に
欠
け
る
の
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
人
々
に
疑
念
を
抱
か
せ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
伊
奈
波
神
社
は
明
治
四
十
年
に
一

度
主
神
を
彦
多
都
彦
命
に
改
め
、
昭
和
八
年
に
再
び

五
十
瓊
敷
入
彦
命
に
復
し
て
い
る
。

と
指
摘
す
る
。

ま
た
守
屋
俊
彦
氏
︵
２
︶
前
掲
書
二
五
七
頁
に
よ
れ
ば
、

伊
奈
波
神
社
の
鎮
座
す
る
金
華
山
は
、
も
と
稲
葉
山
と
呼

ば
れ
、
麓
の
長
良
川
も
稲
葉
川
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

︵
26
︶
中
田
祝
夫
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10
﹃
日
本

霊
異
記
﹄
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、
三
三
二
頁
注
一
二

︵
27
︶
原
田
敦
子
氏
は
伊
奈
婆
大
神
を
稲
作
の
神
︵
田
の
神
︶
で
あ

る
と
捉
え
た
上
で
、︵
２
︶
前
掲
書
一
三
四
頁
に
お
い
て
、

こ
れ
は
や
は
り
男
女
の
石
で
あ
ろ
う
。
成
長
す
る
石

が
夫
婦
石
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
稲
の
実
の
孕
み
が

益
々
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。

︵
28
︶
津
田
左
右
吉
﹃
日
本
上
代
史
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
六

三
年
、
一
二
〇
～
一
三
二
頁
。

︵
29
︶
多
田
一
臣
氏
︵
２
︶
前
掲
書
二
三
四
頁
に
は
、
以
下
の
よ
う

に
あ
る
。

﹁
家
の
内
に
忌
籬
を
立
て
て
斎
け
り
﹂
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
話
は
石
を
神
体
と
す
る
神
社
の
起
源
譚
で

も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
ま
っ

た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。

多
田
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
祭
祀
の
起
源
を
描
い
て
い

な
が
ら
、
当
該
説
話
は
そ
の
後
の
祭
祀
を
記
さ
な
い
。
語

り
手
の
関
心
は
石
の
祭
祀
を
継
続
性
に
描
く
こ
と
に
は
な

い
と
い
え
よ
う
。

︵
30
︶
原
田
敦
子
氏
︵
２
︶
前
掲
書
一
二
〇
頁
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︵
31
︶
県
氏
と
伊
奈
婆
大
神
の
奉
斎
関
係
が
固
定
的
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
伊
奈
婆
大
神
に
よ
る
御
子
神
の
血
統
の
証
明
は
不
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
奈
婆
大
神
と
県
氏
と
の
婚
姻

関
係
は
、
あ
く
ま
で
も
当
該
説
話
の
文
脈
の
中
で
形
成
さ

れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

︵
32
︶
益
田
勝
実
氏
︵
21
︶
前
掲
書
九
〇
頁

︵
33
︶
河
野
貴
美
子
氏
︵
３
︶
前
掲
書
一
〇
九
頁

︵
34
︶﹁
聖
朝
﹂
の
語
に
注
目
し
た
多
田
一
臣
氏
は
、︵
２
︶
前
掲
書

二
三
五
～
二
三
六
頁
に
お
い
て
、

た
と
い
仏
教
的
な
要
素
は
希
薄
で
も
、
景
戒
は
自
国

の
土
地
で
実
現
さ
れ
る
神
秘
を
不
思
議
な
も
の
と
し

て
感
得
し
、
そ
れ
が
実
は
仏
教
の
説
く
因
果
応
報
の

理
と
無
縁
で
な
い
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。

︵
中
略
︶﹁
我
が
聖
朝
﹂
と
い
う
言
い
方
の
中
に
、
自

国
の
価
値
に
対
す
る
明
確
な
自
負
が
表
れ
て
い
る
。

と
述
べ
る
。
ま
た
遠
藤
嘉
基
・
春
日
和
男
校
注
、
日
本
古

典
文
学
大
系
70
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
六
七

年
、
四
一
一
頁
、
頭
注
二
三
に
は
、

天
皇
の
治
め
給
う
日
本
国
の
珍
し
い
話
で
あ
る
。︵
仏

法
外
の
奇
異
譚
を
示
し
て
、
仏
法
に
お
け
る
現
報
奇

蹟
の
可
能
性
を
強
調
し
た
も
の
か

と
あ
る
。

︻
参
考
︼

・﹃
日
本
霊
異
記
﹄
は
出
雲
路
修
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
に
よ
っ
た
。

・﹃
続
日
本
紀
﹄
は
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系

﹃
続
日
本
紀
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
に
よ
っ
た
。

・﹃
続
日
本
後
紀
﹄
は
黒
板
勝
美
編
、
新
訂
増
補
　
国
史
大
系
﹃
続

日
本
後
紀
﹄
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
に
よ
っ
た
。

・﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
は
黒
板
勝
美
編
、
新
訂
増
補
　
国
史
大
系

﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
に
よ
っ
た
。

最
後
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
私
を
文
学
研
究
へ
導
い
て
下
さ

い
ま
し
た
呉
哲
男
教
授
、
ま
た
論
文
作
成
に
あ
た
り
、
ご
指
導
頂

い
た
先
生
方
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

︿
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
﹀
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